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○認定講習課程に対する意見

認定講習課程の
拡大について

　第３級及び第４級海上無線通信士は、養成課程の対象
資格であり、養成課程においてこれまで特段の支障等が
生じていないことから、認定講習課程においても、養成課
程同様、営利を目的とするものが実施をしても問題ないも
のと考えます。
　その他の資格については、制度の安定した運用を行う
観点から、認定講習課程実施希望者の有無や関係する
学校・団体の上級資格者に関する需要動向などの調査を
行い、本改正で実施する第３級及び第４級海上無線通信
士の資格の受講状況も踏まえて判断する必要があるた
め、引き続き検討することとしています。
　なお、「WRC（世界無線通信会議）-07」でのRR（無線通
信規則）改正後は、GMDSSの完全義務化を受け、海上無
線通信士の資格証明が標準となっていることから、無線
通信士の資格証明については、諸外国の状況等も踏まえ
て、引き続き検討することとしています。

　無線従事者規則改正案第３４条第１号についてですが、第３級海上無線通信士と第
４級海上無線通信士についてのみ非営利の要件を外す理由が、よく分かりません。講
習課程の適切性に対し、営利か非営利かは、ほとんど影響を与えないと思われること
から、全ての資格について非営利の要件を撤廃するべきだと思います。
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